
 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年度 始動 ～For Your Dream！！～ 
校 長      

 

 春４月、美しい桜が咲き爽やかな微風の中、令和７年度の千葉市立高浜第一小学校が始動しま

した。今年度は、新１年生５名を迎え、全校児童 72 名、６学級体制でのスタートになります。

教職員一同、創意工夫した様々な教育活動を笑顔で進めてまいります。これまでと変わらぬご支

援ご協力のほど、どうぞ宜しくお願いします。 

 昨年度、本校は創立 50 周年記念式典や市指定公開研究報告会（国際理解教育）を行うなど、

大変充実した１年間を過ごすことができました。そして、今年度、これまでの本校の歩みを踏ま

え、「笑顔があふれる学校」「学びを楽しめる学校」を更に進めていくため、学校教育目標などを

以下のようにアップデートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち教職員は、子供たちが自らの思いや願いを実現していくため

の水先案内人（Pilot）として、共に笑い、共に悩み、共に考えること

で、よりよい関わりを模索し続けていきます。未来を担う高浜の子供

たちの夢のために、皆で一緒に教育について考えていければ幸いです。

「For Your Dream！！」 

 

 

 

 ４月は新たな出会いの季節です。人と人とが出会い親しくなる際のきっかけは、気持ちのよい

挨拶です。ご家庭でも、食卓を囲みながら挨拶について話題に挙げてみてください。 

４月の生活目標 「気持ちのよい あいさつをしよう」 

浜風 
千葉市立高浜第一小学校 

学校だより 4 月号 

令和 7 年 4 月 7 日 

学校教育目標 新たなシンフォニーを奏でる国際性豊かな学校 

  【学校教育目標実現を支える３つの柱】 

  〇学ぶ 「各教科等の基礎的基本的事項の理解習得を徹底する」 

「今ある興味関心を高めると共に新たな興味関心を抱く」 

〇感じる「自分が大切にしたい思いや願いを感じ取り伝える」 

「相手が大切にしたい思いや願いを感じ取り働きかける」 

〇鍛える「何事にも挑戦し困難に立ち向かう負けない心をもつ」 

「生活のリズムや食生活に留意し健康な体づくりに励む」 



【お知らせとお願い：全学年】 

〇教科書を本日配付しました。落丁等がないか確認の上、全ての教科書に学年・学級・氏名を

記入してください。 
 

〇ノートの１冊目は、学校で一括購入します。２冊目以降は各家庭で準備してください。その

際、必ず同じ形式・マス目のノートを購入してください。 
 

〇記入・提出書類です。各学年の全ての欄に記入や訂正をし、所定の封筒に入れて提出してく

ださい。 

提出期限は、２～６年生は４月１０日（木)、１年生は４月１４日（月)です。 

特に、電話番号の変更は確実にお願いします。 

□児童調査記録簿     □緊急カード     □保健調査票・結核健康診断問診票 

□日本スポーツ振興センター災害共済加入申込書  □(第４学年のみ)色覚検査希望書 
 

〇家庭学習を今年度も強化します。継続することで学習の習慣が身に付きますので、ご家庭で

も取組内容等の確認や声掛けをお願いします。 

 

【第２学年より】 

〇図画工作科と生活科の教科書は、昨年度配付した「下巻」を使用します。学習がある日に持

たせてください。 

【第３学年より】 

〇習字道具の見本を４月 18 日(金)の懇談会時に、教室にて展示します。専用の申込用紙を配付

しますので、購入される方は４月 24日(木)までにインターネット注文を各自お願いします。 

【第５学年より】 

〇裁縫道具について 

 家庭科の学習で裁縫道具を使用します。学校で購入を希望される方は、学級懇談会で展示して

いる見本を参考にネットで注文することができます。量販店などで購入していただいても構い

ません。（必要な道具…縫い針、待ち針、針山、指抜き、糸、糸切りばさみ、チャコペンシル、

裁ちばさみ、リッパー） 

 ※練習用布は共同購入費で一括購入します。 

※作品(ランチマット)用布については、後期に案内します。 

 

 

 

 

 

 

学校における合理的配慮の提供について 

 平成 28年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理
的配慮は、子どもに合った必要かつ適切な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過
度な負担を課さないものです。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に
申し出ください。 



 

 

 

4/6（日）～15日（火）は令和７年「春の交通安全運動 2025」が実施されます 

 ４月、５月は交通事故が多くなります。自分が気を付けていても、自転車や車が危険な運転を
し、危ない目に遭うこともあるかもしれません。登下校中の歩き方、自転車の乗り方等をもう一
度見直し、交通ルールを守って楽しく過ごすようにしましょう。 


